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規　　　　　　　　則

訓　　　　　　　　令

　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 の 基 準 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 五 十 五 号

　 　 　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 の 基 準 を 定 め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 の 基 準 を 定 め る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 秋 田 県 規 則 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 三 条 の 三 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 同 条 第 一 号 中 「 第 三 号 」 を 「 次 号 」 に 改 め 、 同 条 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号

と す る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

秋 田 県 訓 令 第 六 号

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 庁　 中　 一　 般

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 各 地 方 機 関

　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 及 び 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す

る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 及 び 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 の 一 部 を 改

　 　 　 正 す る 訓 令

　 （ 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 四 十 年 秋 田 県 訓 令 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 附 則 第 六 項 中 「 乗 じ て 得 た 額 」 の 下 に 「 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） 」 を 加

え る 。

　 　 別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。
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　 （ 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 　 附 則 第 七 項 中 「 給 料 月 額 に 」 を 「 給 料 月 額 （ 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 程 及 び 単 純 労 務 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 訓 令 第 六 号 ） の 施 行 の 日 に お い て 、 そ の

職 務 の 級 及 び 号 給 が そ れ ぞ れ 次 の 表 の 職 務 の 級 欄 及 び 号 給 欄 に 掲 げ る も の に 該 当 し な い 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当

該 給 料 月 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て た 額

と す る 。 ） に 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 表 を 加 え る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 教 育 委 員 会 委 員 長　 北　 林　 真 知 子

秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号

　 　 　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 （ 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

　 　 第 五 十 五 条 第 三 項 中 「 と す る 」 を 「 と 、 「 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て 、 そ の 額 に 」 と あ る

の は 「 そ の 額 に 」 と す る 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 六 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 同 条 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 二　 次 に 掲 げ る 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 を 借 り 受 け て 当 該 住 宅 に 居 住 し て い る 職 員

　 　 　 ㈠　 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 父 母 又 は

配 偶 者 の 父 母 で 、 職 員 の 扶 養 親 族 た る 者 （ 条 例 第 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 で 条 例 第 十 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 届 出 が さ れ て い る 者 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の も の が 所 有 し 、 又 は 借 り 受 け 、 居 住 し て い る 住 宅

　 　 　 ㈡　 職 員 の 扶 養 親 族 た る 者 が 所 有 す る 住 宅 又 は そ の 者 が 所 有 権 の 移 転 を 一 定 期 間 留 保 す る 契 約 に よ り 購 入 し た 住

宅

　 　 　 ㈢　 教 育 委 員 会 が ㈠ 又 は ㈡ に 掲 げ る 住 宅 に 準 ず る と 認 め る 住 宅

　 　 第 五 十 七 条 の 七 及 び 第 五 十 七 条 の 八 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 五 十 七 条 の 七 及 び 第 五 十 七 条 の 八　 削 除

　 　 第 五 十 七 条 の 八 の 二 及 び 第 五 十 七 条 の 八 の 三 中 「 第 十 五 条 の 二 第 一 項 第 三 号 」 を 「 第 十 五 条 の 二 第 一 項 第 二 号 」 に

改 め る 。

　 　 第 五 十 七 条 の 九 及 び 第 五 十 七 条 の 十 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 五 十 七 条 の 九 及 び 第 五 十 七 条 の 十　 削 除

　 　 第 五 十 八 条 の 二 第 四 号 中 「 第 五 十 七 条 の 七 に 規 定 す る 」 を 「 教 育 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る 」 に 改 め る 。

　 　 第 六 十 二 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 ３　 前 項 の 規 定 に よ る へ き 地 手 当 及 び こ れ に 準 ず る 手 当 の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た

額 を も つ て 当 該 手 当 の 額 と す る 。

　 　 別 表 第 十 の 四 イ の 表 中 「11,600円 」 を 「11,500円 」 に 、 「11,800円 」 を 「11,700円 」 に 改 め 、 別 表 第 十 の 四 ロ の 表 中

「9,000円 」 を 「8,900円 」 に 、 「11,100円 」 を 「11,000円 」 に 、 「12,000円 」 を 「11,900円 」 に 改 め る 。

　 （ 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

職 務 の 級

一 級
二 級

号 給

一 号 給 か ら 六 十 八 号 給 ま で

一 号 給 か ら 三 十 二 号 給 ま で

教 育 委 員 会 規 則
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　 　 附 則 第 二 項 中 「 附 則 第 十 二 項 第 二 号 」 を 「 附 則 第 十 一 項 及 び 第 十 二 項 第 二 号 」 に 改 め る 。

　 　 附 則 第 十 一 項 中 「 経 過 措 置 基 準 額 」 の 下 に 「 （ 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 級 が そ れ ぞ れ 改 正 条 例

附 則 第 七 項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の 級 欄 及 び 号 級 欄 に 掲 げ る も の に 該 当 し な い 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 経 過 措

置 基 準 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 ） 」 を 加 え る 。

　 （ 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 定 め る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 及 び 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 教 育 委 員 会

規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 第 一 項 中 「 定 め る 額 」 の 下 に 「 （ 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二

十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 七 号 。 以 下 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 に お い て 、 適 用 さ れ る 給 料 表 並

び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 級 が そ れ ぞ れ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の 級 欄 及 び 号 級 欄 に 掲 げ

る も の に 該 当 し な い 職 員 （ 以 下 「 減 額 改 定 対 象 職 員 」 と い う 。 ） で あ る 者 に あ っ て は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 に 百 分 の

九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） 」 を 加

え る 。

　 　 第 五 条 第 一 項 中 「 相 当 す る 額 （ 」 の 下 に 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者

（ 同 日 後 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 者 で あ っ て 、 施 行 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 平 成 二 十

一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 に 該 当 す る こ と と な る も の を 含 む 。 ） に あ っ て は 、 当 該 額 に 百 分

の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） （ 」

を 加 え る 。

　 　 第 六 条 を 第 七 条 と し 、 第 五 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 　 （ 給 料 の 不 支 給 ）

　 第 六 条　 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 以 後 新 た に 同 条 例 に よ る 改 正 後 の 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九

項 ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と と な る 者 に 対 し て は 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 給 料 は 支 給 し な い 。 た だ し 、 平 成 二 十

一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に 同 条 例 に よ る 改 正 前 の 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 の 適

用 を 受 け て い た 者 （ 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 教 育 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る 者 を 含 む 。 ） に つ い て は 、 こ の 限 り

で な い 。

　 （ 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 附 則 第 三 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 定 め る 額 」 の 下 に 「 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 」 を 加 え る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 人 事 委 員 会 規 則 七 │ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七 │ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 （ 規 則 七 │ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 規 則 七 │ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 中 「 と す る 」 を 「 と 、 「 短 時 間 勤 務 職 員 、 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 に つ い て 、 そ の 額 に 」 と あ る の は 「 そ の 額

に 」 と す る 」 に 改 め る 。

　 　 別 表 第 二 ２ の 表 中 「12,500円 」 を 「12,400円 」 に 改 め 、 別 表 第 二 ３ の 表 中 「12,800円 」 を 「12,700円 」 に 改 め 、 別 表

第 二 ４ の 表 中 「9,000円 」 を 「8,900円 」 に 、 「11,100円 」 を 「11,000円 」 に 、 「12,000円 」 を 「11,900円 」 に 改 め 、 別

表 第 二 ５ の 表 中 「11,600円 」 を 「11,500円 」 に 、 「11,800円 」 を 「11,700円 」 に 改 め る 。

　 （ 規 則 七 │ 三 五 （ 産 業 教 育 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 規 則 七 │ 三 五 （ 産 業 教 育 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 （ 月 額 ）

　 第 三 条　 産 業 教 育 手 当 の 月 額 は 、 給 料 月 額 に 百 分 の 五 （ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 を 受 け る 者 に あ っ て は 、 百 分 の 三 ） を 乗

じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。

人 事 委 員 会 規 則
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　 （ 規 則 七 │ 四 二 （ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 規 則 七 │ 四 二 （ 定 時 制 通 信 教 育 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 （ 端 数 計 算 ）

　 第 三 条　 条 例 第 二 十 三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 定 時 制 通 信 教 育 手 当 の 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端

数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 定 時 制 通 信 教 育 手 当 の 月 額 と す る 。

　 （ 規 則 七 │ 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 四 条　 規 則 七 │ 四 六 （ 特 殊 勤 務 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 二 十 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 ３　 前 二 項 の 規 定 に よ る 特 殊 勤 務 手 当 の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 特

殊 勤 務 手 当 の 額 と す る 。

　 （ 規 則 七 │ 五 〇 （ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 五 条　 規 則 七 │ 五 〇 （ 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 第 三 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 ３　 第 一 項 の 規 定 は 、 条 例 第 二 十 三 条 の 三 の 二 第 一 項 の 職 員 で 、 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職

を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 並 び に 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第

百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員

（ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 中 「 常 勤 の も の 」 と あ

る の は 「 、 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ）

並 び に 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 育 児 短 時 間 勤 務

職 員 及 び 同 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を し て い る 職 員 （ 以 下 「 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 」 と い う 。 ） 」 と 、

「 （ 以 下 「 勤 務 を 要 す る 日 」 と い う 。 ） の う ち 、 普 及 事 務 に 従 事 し て い る 日 」 と あ る の は 「 に お け る 短 時 間 勤 務 職

員 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 と し て 勤 務 を 要 す る 時 間 の う ち 、 普 及 事 務 に 従 事 し て い る 時 間 」 と 、 「 日 の 合 計 が 、

そ の 月 の 勤 務 を 要 す る 日 」 と あ る の は 「 時 間 の 合 計 が 、 そ の 月 の 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 育 児 短 時 間 勤 務 職 員 等 と し て

勤 務 を 要 す る 時 間 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

　 　 第 四 条 を 第 五 条 と し 、 第 三 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 　 （ 端 数 計 算 ）

　 第 四 条　 条 例 第 二 十 三 条 の 三 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 の 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も っ て 当 該 農 林 漁 業 普 及 指 導 手 当 の 月 額 と す る 。

　 （ 規 則 七 │ 六 一 （ 住 居 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 六 条　 規 則 七 │ 六 一 （ 住 居 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 一 条 の 見 出 し を 「 （ 趣 旨 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 こ と を 目 的 」 を 「 も の 」 に 改 め る 。

　 　 第 二 条 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 同 条 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 三　 次 に 掲 げ る 住 宅 の 全 部 又 は 一 部 を 借 り 受 け て 当 該 住 宅 に 居 住 し て い る 職 員

　 　 　 ㈠　 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 父 母 又 は

配 偶 者 の 父 母 で 、 職 員 の 扶 養 親 族 た る 者 （ 条 例 第 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 扶 養 親 族 で 条 例 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 届 出 が さ れ て い る 者 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ） 以 外 の も の が 所 有 し 、 又 は 借 り 受 け 、 居 住 し て い る 住 宅

　 　 　 ㈡　 職 員 の 扶 養 親 族 た る 者 が 所 有 す る 住 宅 又 は そ の 者 が 所 有 権 の 移 転 を 一 定 期 間 留 保 す る 契 約 に よ り 購 入 し た 住

宅

　 　 　 ㈢　 人 事 委 員 会 が ㈠ 又 は ㈡ に 掲 げ る 住 宅 に 準 ず る と 認 め る 住 宅

　 　 第 三 条 及 び 第 四 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 三 条 及 び 第 四 条　 削 除

　 　 第 四 条 の 二 及 び 第 四 条 の 三 中 「 第 十 一 条 の 四 第 一 項 第 三 号 」 を 「 第 十 一 条 の 四 第 一 項 第 二 号 」 に 改 め る 。

　 　 第 五 条 及 び 第 六 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 五 条 及 び 第 六 条　 削 除

　 （ 規 則 七 │ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 改 正 ）

第 七 条　 規 則 七 │ 六 二 （ 特 地 勤 務 手 当 等 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 第 三 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 四　 前 項 各 号 に 定 め る 日 が 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 同 年 十 一 月 三 十 日 ま で の 間 に あ る 職 員　 同 項 中 「 に 受 け て い

た 」 と あ る の は 、 「 に 係 る 給 料 及 び 扶 養 手 当 に つ い て 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 。 以 下 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 に お け る 同 条 例 第

一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 及 び 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関

す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 五 号 ） の 規 定 に よ る も の と し た 場 合 の 」 と す る 。
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　 　 第 四 条 第 三 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

　 　 四　 条 例 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 異 動 又 は 公 署 の 移 転 の 日 が 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 同 年 十 一 月 三 十 日 ま

で の 間 に あ る 職 員　 前 項 中 「 受 け て い た 」 と あ る の は 、 「 係 る 給 料 及 び 扶 養 手 当 に つ い て 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に

関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 。 以 下 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 」 と い

う 。 ） の 施 行 の 日 に お け る 同 条 例 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 条 例 及 び 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 第 八 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 五 号 ） の 規 定 に

よ る も の と し た 場 合 の 」 と す る 。

　 （ 規 則 七 │ 六 四 （ 教 職 調 整 額 の 支 給 方 法 等 ） の 一 部 改 正 ）

第 八 条　 規 則 七 │ 六 四 （ 教 職 調 整 額 の 支 給 方 法 等 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 （ 端 数 計 算 ）

　 第 三 条　 特 別 措 置 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 教 職 調 整 額 の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨

て た 額 を も っ て 当 該 教 職 調 整 額 の 額 と す る 。　 　

　 （ 規 則 七 │ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 改 正 ）　

第 九 条　 規 則 七 │ 一 〇 七 （ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 　 第 四 条 第 一 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 定 め る 額 」 の 下 に 「 （ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 （ 平 成 二 十 一 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 四 号 。 以 下 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 に お い て 、 適 用 さ

れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 が そ れ ぞ れ 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の 級 欄 及 び

号 給 欄 に 掲 げ る も の で あ る 職 員 、 医 療 職 給 料 表 ㈠ 若 し く は 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年

秋 田 県 条 例 第 百 五 十 二 号 ） 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 又 は 同 条 第 一 項 若 し く は 一 般 職 の 任 期

付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 六 十 九 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職

員 で そ の 号 給 が 一 号 給 で あ る も の の い ず れ に も 該 当 し な い 職 員 （ 以 下 「 減 額 改 定 対 象 職 員 」 と い う 。 ） で あ る 者 に

あ っ て は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ

の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） 」 を 加 え る 。

　 　 第 五 条 第 一 項 中 「 相 当 す る 額 （ 」 の 下 に 「 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 で あ る 者

（ 同 日 後 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た 者 で あ っ て 、 施 行 日 の 前 日 に 人 事 交 流 等 職 員 と な っ た も の と し た 場 合 に 平 成 二 十

一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 に お い て 減 額 改 定 対 象 職 員 に 該 当 す る こ と と な る も の を 含 む 。 ） に あ っ て は 、 当 該 額 に 百 分

の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。 ） （ 」

を 加 え る 。

　 　 第 六 条 を 第 七 条 と し 、 第 五 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 　 （ 給 料 の 不 支 給 ）

　 第 六 条　 平 成 二 十 一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 以 後 新 た に 同 条 例 に よ る 改 正 後 の 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九

項 ま で の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と と な る 者 に 対 し て は 、 こ れ ら の 規 定 に よ る 給 料 は 支 給 し な い 。 た だ し 、 平 成 二 十

一 年 改 正 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に 同 条 例 に よ る 改 正 前 の 平 成 十 八 年 改 正 条 例 附 則 第 七 項 か ら 第 九 項 ま で の 規 定 の 適

用 を 受 け て い た 者 （ 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る 者 を 含 む 。 ） に つ い て は 、 こ の 限 り

で な い 。

　 （ 規 則 七 │ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 公 布 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ）

第 十 条　 規 則 七 │ 二 （ 給 料 の 調 整 額 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 八 年 三 月 三 十 一 日 公 布 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

　 　 附 則 第 二 項 中 「 経 過 措 置 基 準 額 」 の 下 に 「 （ 適 用 さ れ る 給 料 表 並 び に そ の 職 務 の 級 及 び 号 給 が そ れ ぞ れ 一 般 職 の 職

員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 条 例 第 五 号 ） 附 則 第 七 項 の 表 の 給 料 表 欄 、 職 務 の

級 欄 及 び 号 給 欄 に 掲 げ る も の で あ る 職 員 又 は 医 療 職 給 料 表 ㈠ の 適 用 を 受 け る 職 員 の い ず れ に も 該 当 し な い 職 員 で あ る

者 に あ っ て は 、 当 該 経 過 措 置 基 準 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 ） 」 を 加 え る 。

　 （ 規 則 七 │ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 公 布 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ）

第 十 一 条　 規 則 七 │ 三 （ 管 理 職 手 当 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 公 布 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。

　 　 附 則 第 二 項 中 「 経 過 措 置 基 準 額 （ 」 の 下 に 「 医 療 職 給 料 表 ㈠ の 適 用 を 受 け る 職 員 以 外 の 職 員 で あ る 者 に あ っ て は 、

当 該 経 過 措 置 基 準 額 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 以 下 同 じ 。 ） （ 」 を 加 え る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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秋　田　県　公　報　　　　　　　  2009年 平成21年11月30日（月曜日）　  号外第2号
　 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 及 び 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す

る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 一 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 八 号

　 　 　 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 及 び 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

　 （ 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 八 条 の 三 第 一 項 中 「 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る 職 員 の う ち 第 三 号 に 掲 げ る 職 員 で も あ る も の に つ い て は 、 第 一 号

又 は 第 二 号 に 掲 げ る 額 及 び 第 三 号 」 を 「 当 該 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 職 員 に あ つ て は 、 当 該 各 号 」 に 改 め 、 同 項 第

二 号 を 削 り 、 同 項 第 三 号 中 「 第 三 条 の 三 第 三 号 」 を 「 第 三 条 の 三 第 二 号 」 に 、 「 第 一 号 」 を 「 前 号 」 に 改 め 、 同 号 を

同 項 第 二 号 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 第 三 条 の 三 第 一 号 及 び 第 三 号 」 を 「 第 三 条 の 三 第 一 号 及 び 第 二 号 」 に 、 「 同 条 第 一

号 及 び 第 三 号 」 を 「 同 条 第 一 号 及 び 第 二 号 」 に 、 「 同 条 第 二 号 及 び 第 三 号 」 を 「 同 号 」 に 改 め る 。

　 　 第 十 八 条 第 一 項 中 「 百 分 の 百 五 十 五 」 を 「 百 分 の 百 四 十 五 」 に 、 「 百 分 の 百 三 十 五 を 」 を 「 百 分 の 百 二 十 を 」 に 改

め 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 五 十 五 」 を 「 百 分 の 百 四 十 五 」 に 、 「 百 分 の 八 十 」 を 「 百 分 の 七 十 五 」 に 、 「 百 分 の

百 三 十 五 を 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「 百 分 の 七 十 を 」 を 「 百 分 の 六 十 五 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分 の 百 五 十

五 」 」 を 「 百 分 の 百 四 十 五 」 」 に 、 「 百 分 の 百 七 十 」 を 「 百 分 の 百 六 十 」 に 改 め る 。

　 　 附 則 第 三 項 中 「 乗 じ て 得 た 額 」 の 下 に 「 （ そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） 」 を 加

え る 。

第 二 条　 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 十 八 条 第 一 項 中 「 百 分 の 百 三 十 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「 百 分 の 百 十 五 」 を 「 百 分 の 百 」 に 、 「 百 分 の 百 二

十 」 を 「 百 分 の 百 二 十 五 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 三 十 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「 百 分 の 七 十 五 、 」 を

「 百 分 の 六 十 、 」 に 、 「 百 分 の 七 十 五 」 」 を 「 百 分 の 八 十 」 」 に 、 「 百 分 の 百 十 五 」 を 「 百 分 の 百 、 」 に 、 「 百 分 の

六 十 五 」 と 、 「 百 分 の 百 二 十 」 を 「 百 分 の 五 十 、 」 と 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」 に 、 「 百 分 の 六 十 五 」 と す る 」 を 「 百 分

の 七 十 」 と す る 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分 の 百 三 十 五 」 を 「 百 分 の 百 二 十 」 に 、 「 百 分 の 百 五 十 五 」 を 「 百 分 の

百 四 十 」 に 改 め る 。

　 （ 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 秋 田 県 企 業 職 員 給 与 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 （ 平 成 十 九 年 秋 田 県 公 営 企 業 管 理 規 程 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

　 　 附 則 第 三 項 中 「 定 め る 額 」 の 下 に 「 に 百 分 の 九 十 九 ・ 七 六 を 乗 じ て 得 た 額 」 を 加 え る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 一 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る 。
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